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な
の
か
、
ま
た
、
罰
則
規
定

の
適
用
及
び
周
知
方
法
は
。

 

答
　（
市
民
生
活
課
）

　

要
綱
は
、
現
在
作
成
中
で

あ
り
、
伊
予
警
察
署
と
細
部

に
つ
い
て
打
合
せ
等
を
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

告
発
に
つ
い
て
は
、
か
な

り
の
準
備
が
必
要
で
あ
り
、

ま
ず
は
口
頭
で
注
意
し
、
そ

の
後
、
警
告
文
書
を
手
渡
す

こ
と
を
考
え
て
い
る
。　

　

周
知
に
つ
い
て
は
、
市
の

広
報
に
よ
る
周
知
の
ほ
か
、

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
看

板
設
置
を
検
討
し
て
い
る
。

集
積
場
所
に
よ
り
看
板
の
大

小
等
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン 持ち去られる資源ごみ
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災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

関
す
る
条
例
改
正

問　
条
例
改
正
は
、
近
年
の
地

球
温
暖
化
も
含
め
、
天
災
等

の
被
害
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
に
関
係
あ
る
の
か
。

答
　（
福
祉
課
）

　

附
則
に
平
成
23
年
３
月
11

日
以
後
に
生
じ
た
災
害
に
よ

り
と
謳
わ
れ
て
お
り
、
阪
神

淡
路
大
震
災
の
時
も
、
こ
の

兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
議
論
さ

れ
た
。
今
回
も
日
本
弁
護
士

連
合
会
か
ら
兄
弟
姉
妹
も
相

続
権
が
あ
る
た
め
、
遺
族
の

支
給
対
象
者
に
含
む
べ
き
で

あ
る
と
の
要
請
が
あ
り
、
対

象
と
な
っ
た
。

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
条
例
改
正

問　
要
綱
等
は
作
成
す
る
予
定

が
必
要
で
あ
り
、
表
示
内
容

に
つ
い
て
も
現
在
検
討
中
で
、

設
置
に
つ
い
て
は
、
１
月
以

降
と
考
え
て
い
る
。　

　

罰
則
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
生
活
困
窮
者
も
指
導

対
象
に
は
な
る
が
、
生
活
相

談
に
は
乗
っ
て
い
く
。

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
施
行
に

伴
う
条
例
改
正

問　
こ
れ
に
は
ス
ポ
ー
ツ
指
導

員
も
含
ま
れ
る
の
か
。
ま
た
、

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
の
人
数

及
び
選
任
方
法
は
。
国
・
県

の
補
助
は
あ
る
の
か
。

答
　（
社
会
教
育
課
）

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
で
謳
わ

れ
て
い
る
体
育
指
導
委
員
が

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
に
名
称

変
更
さ
れ
る
も
の
で
、ス
ポ
ー

ツ
指
導
員
は
公
益
財
団
法
人

日
本
体
育
協
会
の
指
導
者
養

成
制
度
で
あ
る
の
で
、
今
回

の
改
正
に
は
該
当
し
な
い
。

　

人
数
は
本
庁
地
区
16
名
、

中
山
地
区
６
名
、
双
海
地
区

８
名
、
計
30
名
で
あ
る
。
選

任
方
法
は
、
中
山
地
区
・
双

海
地
区
で
は
、
公
民
館
単
位

で
、
本
庁
地
区
で
は
、
委
員

が
退
任
し
た
場
合
に
所
属
地

域
か
ら
後
任
者
を
選
任
す
る
。

　

国
体
等
の
大
き
な
ス
ポ
ー

ツ
イ
ベ
ン
ト
に
対
し
て
の
補

助
は
あ
る
が
、
委
員
報
酬
、

研
修
会
等
に
つ
い
て
は
、
市

の
負
担
で
あ
る
。

自
立
支
援
給
付
費
の
備
品

購
入
費
は

問　
事
業
内
容
と
購
入
品
目
は
。

答
　（
福
祉
課
）

　

市
が
購
入
し
、
な
ぎ
さ
園

内
の
伊
予
市
障
害
児
児
童
タ

イ
ム
ケ
ア
事
業
所
と
伊
予
市

手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
へ
貸
与

す
る
も
の
で
あ
る
。　

　

タ
イ
ム
ケ
ア
事
業
所
は
、

パ
ソ
コ
ン
一
式
、
事
務
机
、

遊
具
、
デ
ジ
カ
メ
等
を
、
育

成
会
は
、
テ
ー
ブ
ル
セ
ッ
ト
、

食
器
棚
、
マ
ッ
ト
等
を
予
定

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
貸
与
年
数
及
び
補

修
に
つ
い
て
は
、
貸
与
期
間

は
定
め
て
い
な
い
。
補
修
・

修
理
は
事
業
所
等
で
の
負
担

と
す
る
よ
う
業
務
委
託
契
約

に
明
記
す
る
予
定
で
あ
る
。
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会


